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問合せ：農林水産課　農林係（伊佐）　☎ 966-1202

総務課　財政係　☎ 966-1200

恩納村ふるさとづくり応援寄附金　寄附状況
　恩納村ふるさとづくり応援寄附金に、寄附をいただきまして誠にありがとうございました。
　今後とも引き続き、恩納村への応援をよろしくお願いします。

№ 寄附月 住　所 氏　名 寄附申出額 使　途　希　望

1 6 － 稲福　清孝 －
○自然景観の維持・再生等に関する事業
○子育て支援及び健康づくりに関する事業
○青少年の育成に関する事業

2 6 － 根路銘　勝秀 －
○自然景観の維持・再生等に関する事業
○子育て支援及び健康づくりに関する事業
○青少年の育成に関する事業

3 6 － 長崎　博樹 －
○自然景観の維持・再生等に関する事業
○子育て支援及び健康づくりに関する事業
○青少年の育成に関する事業

4 7 － 山田　慎一 1,000,000 円
○自然景観の維持・再生等に関する事業
○子育て支援及び健康づくりに関する事業
○青少年の育成に関する事業

5 7 神奈川県　横浜市 本明　裕子 10,000 円 ○自然景観の維持・再生等に関する事業

6 7 － － －
○自然景観の維持・再生等に関する事業
○子育て支援及び健康づくりに関する事業
○青少年の育成に関する事業

7 8 北海道　苫小牧市 豊嶋　俊彦 10,000 円 ○自然景観の維持・再生等に関する事業

8 11 京都府　京都市 － 10,000 円 ○自然景観の維持・再生等に関する事業
○子育て支援及び健康づくりに関する事業

9 11 兵庫県　神戸市 松葉　博雄 1,000,000 円 ○自然景観の維持・再生等に関する事業

10 11 兵庫県　神戸市 松葉　緑 300,000 円 ○自然景観の維持・再生等に関する事業

11 11 － － 300,000 円 ○子育て支援及び健康づくりに関する事業

※空欄部分は、本人の希望により非公表となります。

平成２６年度寄付金状況報告
平成２６年度は、寄附件数４７件、合計金額２，７９９千円となり、基金へ積立しております。誠にありがとうございます。

　今年度、川上村の農家が恩納村に来沖して、レタスを栽培するプロジェクトが始動しました。
　川上村のレタスはとても甘く、毎年うんなまつりで販売しても、即完売するほど人気があります。そのレタスを恩納村でも試験的に栽培す
ることで、川上村と恩納村の村民同士が交流できる機会を作りたいという趣旨でこのプロジェクトが始動しています。
　プロジェクト名は “シンカプロジェクト”です。“シンカ”は沖縄の方言で “仲間”という意味で、川上村と恩納村が本当の仲間と呼びあえ
るような交流をしていきたいという思いが込められていて川上村が名付けてくれました。
　今年度は、恩納村の土壌に合う肥料の配合／種子の選定／栽培技術に関して試験栽培を行っていきます。
　ＪＡおきなわ恩納支店にもご協力をお願いしながら進めておりますので、村民の皆様でご興味のある方、栽培を手伝いたいという方は恩納
村役場農林水産課までご連絡ください。

圃場場所：恩納村瀬良垣９８５（瀬良垣ビーチの向かいの道を直進）
栽培時期：平成２７年１１月１６日～平成２８年２月末

問合せ：税務課　　住民税係　　☎966-1206

※車検証のこちらをご確認ください。
※平成14年12月31日以前であれば、平成28年度から税額が上がります。
※平成15年1月1日～平成16年3月31日であれば平成29年度から税額が上がります。
※平成16年4月以降であれば初度検査年月から13年経過後上がります。
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Information

平成２８年度より軽自動車税が上がります！
一部の車両はそのままですので詳しくは下記の※をご覧ください。

～ 50cc　・・・・　1,000 円　　
～ 90cc　・・・・　1,200 円　　
90cc ～　・・・・　1,600 円　　
3輪以上   ・・・・　2,500 円　　

　軽自動車
　2輪のもの　・・・　2,400 円

　
　2輪の小型　・・・ 　4,000 円

　4輪以上のもの

　● 4人乗り軽自動車　　　　　
　営業用　・・・・・　5,500 円
　自家用　・・・・・　7,200 円
●軽貨物　　　　　　　　　

　営業用　・・・・・　3,000 円
　自家用　・・・・・　4,000 円

　●小型特殊自動車　　　　　　
　農耕用　・・・・・　1,600 円
　その他　・・・・・　4,700 円

　軽自動車
　2輪のもの　・・・　3,600 円

　
　2輪の小型　・・・ 　6,000 円

　4輪以上のもの

　● 4人乗り軽自動車　　　　　
　営業用　・・・・・　6,900 円
　自家用　・・・・・  10,800 円
●軽貨物　　　　　　　　　

　営業用　・・・・・　3,800 円
　自家用　・・・・・　5,000 円

●小型特殊自動車　　　　　
　農耕用　・・・・・　据置　　
その他　・・・・・　据置　

～ 50cc　・・・・　2,000 円　　
～ 90cc　・・・・　2,000 円　　
90cc ～　・・・・　2,400 円　　
3輪以上   ・・・・　3,700 円　　

原動機付自転車

軽自動車及び
小型特殊自動車

現　行 新　税　率

➡
➡

➡

3 輪のもの　・・・　3,900 円3輪のもの　・・・　3,100 円

● 4人乗り軽自動車　　　　　
営業用　・・・・・　5,500 円
自家用　・・・・・　7,200 円
●軽貨物　　　　　　　　　　
営業用　・・・・・　3,000 円
自家用　・・・・・　4,000 円

● 4人乗り軽自動車　　　　　
営業用　・・・・・　6,900 円
自家用　・・・・・  10,800 円
●軽貨物　　　　　　　　　　
営業用　・・・・・　3,800 円
自家用　・・・・・　5,000 円

　□に囲まれた税額については、自動車3輪以上に関して平成27年 4月 1日以降に初期登録された車両が新税率になります。
初期登録から 13 年以上経過している軽自動車は、重課になりますので、下記をご参照ください。

※


